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日頃よりお世話になっている支援議員をご紹介します！ ୈ�ճ
ଜܒհઌੜ

　生保産業を取り巻く環境が大きく変化する中、様々な課題が山積しています。そうした課題の中には、組合員一人ひとりや各組合の努力だけでは、解決できない「国の政策・制度」
に関わるものがあります。生保労連では、こうした課題を産業政策課題と位置付け、25万組合員の力を結集するとともに、支援議員の先生方と連携し、国政や行政などに対し働き
かけを行っています。
　そこで、日頃、生保産業のためにご尽力いただいている先生方を組合員のみなさんにより身近に感じていただけるよう、先生のお人柄やこれまでのご活躍、先生から組合員のみ
なさんへのメッセージをご紹介します。
　第５回目となる今回は、衆議院議員（岡山2区・中国比例選出）の津
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先生をご紹介いたします。

　津村先生は1971年岡山県津山市生まれ。東京大学を卒業後、日本銀行に入行されました。
2003年初当選以来、6期衆議院議員を務められ、内閣府大臣政務官（経済財政担当）、与謝野
経済財政大臣補佐官、予算委員会理事等を歴任されています。一昨年には、国民民主党代表
選挙に立候補されました。現在は国民民主党副代表、衆議院 科学技術・イノベーション推進
特別委員会 委員長として活躍されています。また、2007年には、世界経済フォーラムより「世
界の若手リーダー250人(Young Global Leader)」に選出されてい
ます。
　金融・経済に精通した政策通であり、生保労連の産業政策課題に多
大なるご支援を頂いています。
　昨年11月に開催された国民民主党・立憲民主党等の共同会派によ
る税制改正ヒアリングにおいて、生保関連税制の拡充に向け、力強
いエールをいただいています。

趣味：ツイッター
好物： たまごやき（「明石焼き」の現地での呼び名）。父が昔よく作って

くれました。
著書：『国会議員の仕事』（中公新書）

　私は幼いころ、生命保険会社の社宅で育ちました。
　7月戦、11月戦、2月戦…。当時、父から教わった
言葉です。「人生いろいろ」と言いますが、お客さまお
一人おひとりの人生に寄り添う生命保険の仕事に、父
は生涯を捧げました。
　そんな父は昨年3月、会社の元同僚だった親友に看
取られながら逝去。退社後15年経っていましたが、
葬儀を支えて下さったのも元同僚のみなさんでした。
心から感謝です。
　今、衆議院科学技術イノベーション委員長を務めて
いますが、「ゲノム予防医学」の進歩に注目していま
す。あと5年か10年もすれば、僅かな費用で余命や
将来の疾病について誰でも知ることができるようになるでしょう。生命保険や医療保険の
ありかたも大きく変わります。
　私は48歳になり、結成50周年を迎えた生保労連さんとほぼ同期…働く世代の代表とし
て、これからもみなさまと共に歩んでまいります。引き続きご指導ください。
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　生保労連では、生保産業や労働組合の役割について理解浸透・
拡大をはかるため、連合の関連団体・教育文化協会が実施する
「連合寄付講座」等に講師を派遣しています。10月29日には法
政大学で山本副委員長が、10月31日には國學院大學で日下部
書記長が講義を行いました。その中で、生保産業における仕事

や働き方について紹介するとともに、ワーク・ライフ・バラン
スの実現等、より良い職場づくりに向けた取組みについて、自
身の経験談や生保労連の取組み等を交えて説明しました。また、
リーフレット「自分らしく生きるために！」を活用し、学生たち
に若いうちから生活設計を考えることの重要性を伝えました。

生保産業で働くことの魅力を学生たちに語る
山本副委員長・日下部書記長が大学で講義

　「総労働時間の短縮とワーク・ライフ・
バランスの実現に向けた取組み」をテーマ
に、生保産業全体で総労働時間短縮に向け
た取組みが進められている状況を説明する
とともに、ワーク・ライフ・バランスの必
要性等について、生保労連の取組み等を交
えて分かりやすく説明しました。

　「生命保険産業における仕事・働き方・
より良い職場づくりに向けた取組み」を
テーマに、生保産業で働くことの意義や働
きがい等について説明するとともに、働き
やすい職場づくりに向けた具体的な取組み
事例を紹介し、学生たちに「働くこと」につ
いて考えるきっかけを提供しました。˛औΈྫࣄΛઆ໌͢Δࢁຊ෭ҕһ ˛ֶੜͨͪʹޠΔ日Լ෦ॻه

学生の感想
● 生命保険は生きていく上で何かあった時の安心を与えてくれるものであり、
私たちの生活に欠かせないものだと改めて感じた。
● 産業全体でワーク・ライフ・バランスの実現に向けて様々な取組みを行って
いることが分かり、生命保険会社で働くことに興味を持った。
● 将来、充実した生活をおくるためにも、若いうちから自助努力が必要だと感
じた。

学生の感想
● 生命保険の仕組みが相互扶助によるものであることが分かり、社会的役割が
大きいものだと感じた。
● これまで生保産業は事務的な仕事が多いと思っていたが、実際は仕事の幅が
広く、活躍できる様々なフィールドがあることが分かった。
● 「挫折のたびに成長がある」という言葉に感動した。学生のうちから色々なこ
とに挑戦しておくことが大切だと思った。

　　法政大学での様子 　　國學院大學での様子

ワーク・ライフ・バランス推進担当者会議
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　 労働組合として「生産性向上」を通じた「働き方改革」をめざす
　味の素の「働き方改革」は、2008年の春闘交渉で、常態化した長時
間労働を労働組合が指摘したことからスタートしました。その後、労使
で話し合いを重ね各種制度の整備が進みましたが、長時間労働はあま
り改善が見られませんでした。
　そこで、労働組合は、仕事の生産性を高めることが長時間労働を是
正し、ひいては個人と企業の持続的成長にもつながると考え、2014年
の春闘において、全組合員が「生産性向上」を意識して行動することを
会社側に申し入れました。このことは、「生産性向上に対する大きな意
識づけとなった」と中瀬氏は指摘します。

　 従業員の意識を変えるために所定労働時間を短縮する
　2016年の春闘では、「生産性向上」に本気で取り組む決意を込めて、所定労働時間の短縮を要求
しました。中瀬氏によると、要求の背景には、「『制度だけでなく、従業員の意識を変えなければ改革
は実現できない』との労働組合の強い危機感があった」といいます。それは会社側にも伝わり、
2017年から所定労働時間が20分短縮されることになりました。
　所定労働時間の短縮とあわせて、テレワーク制度やフレックスタイム制度の拡充、フリーアドレス
の導入、ペーパーレス化なども進められ、「従業員の働き方は大きく変わった」と中瀬氏は指摘します。

その結果、2016年頃まで2,000時間前後で推移していた年間総労働時間は、約1,800時間まで削
減されました。

　 すべての従業員が取り組めるよう働きかける
　所定労働時間の短縮を行う際には、労働時間が長い傾向にある営業部門の従業員にも理解を求め
ました。また、パート・契約社員に対しては、収入が減らないよう時給の引上げを行いました。もちろ
ん、労働組合も組合活動の業務の見直しや会議の効率化などに取り組みました。中瀬氏は、「全社レ
ベルで『働き方改革』を実現させるために
は、すべての従業員が例外なく主体的に取
り組むことが重要」と指摘します。
　今後、味の素の労使がめざすのは、「こ
の改革を社会全体へと波及させていくこと
だ」と中瀬氏は抱負を述べます。生保産業
においても、「ワーク・ライフ・バランスの実
現」は労使共通の取組みです。生保労連は
今後も、組合員のみなさんの生きがい・働
きがいの向上をめざし、各組合の取組みを
後押ししていきたいと考えています。

　2019年4月に「働き方改革関連法」が施行され、長時間労働の是正をはじめとした「働き方改革」が多くの企業で進められています。生保労連は11月18日に開催したワーク・ライ
フ・バランス推進担当者会議に、連合構成組織のフード連合に加盟する味の素労働組合・事務局長の中瀬健太郎氏をお招きし、「味の素労使で取り組む働き方改革　～生きがい・働き
がいの向上を目指して～」をテーマにご講演をいただきました。
　今号では、中瀬氏の講演内容を紹介しつつ、「働き方改革」で労働組合が果たす役割についてみなさんと考えたいと思います。
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